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（旧） 表２ 各緊急事態区分を判断するEAL の枠組みについて 

１．沸騰水型軽水炉（実用発電用のものに限る。）に係る原子炉施設（原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。） 

警戒事態を判断するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
（略） （略） 

 
 

施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
（略） （略） 

 
 

全面緊急事態を判断するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
（略） （略） 

 
 
２．・３．（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙３
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４．使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する原子炉施設（照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定めたものを

除く。） 

警戒事態を判断するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
（略） （略） 

 
 

施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
（略） （略） 

 
 

全面緊急事態に該当するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
（略） （略） 
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５．原子炉（１．～４．に掲げる原子炉を除く。） 
・・・原子炉容器内に核燃料物質が存在しない場合であって、使用済燃料プールに新燃料のみが保管されている原子炉及び使用済燃料プール内の照射済燃料集合体

が十分な期間冷却されているものとして原子力規制委員会が定めた原子炉等。 

警戒事態に該当するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
① 原子炉施設以外に起因する事象が原子力施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など、委員長又は委員長代行が警戒本部の設置

が必要と判断した場合。 
（略） 

 
 

施設敷地緊急事態に該当するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
① 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第１０条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物

質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。） 
② 原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出し、又は放

出するおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事象が

発生すること。 

（略） 

 
 

全面緊急事態に該当するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
① 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第１５条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は

放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。） 
② 原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出し、又は放

出するおそれがあり、原子力事業所周辺にの住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 

（略） 
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（新） 表２ 各緊急事態区分を判断するEAL の枠組みについて 

１．沸騰水型軽水炉（実用発電用のものに限り、規制法第６４条の２第１項の規定により特定原子力施設として指定され、同条第４項の規定により平成２４年１１月１５

日においてその旨を公示された原子炉施設（以下「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設」という。）のうち、１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉を除く。）

に係る原子炉施設（原子炉容器内に照射済燃料集合体が存在しない場合を除く。） 

警戒事態を判断するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
（略） （略） 

 
 

施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
（略） （略） 

 
 

全面緊急事態を判断するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
（略） （略） 

 
 
２．・３．（略） 
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４．東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉に係る原子炉施設（使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在し

ない場合を除く。） 

警戒事態に該当するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
① 使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと、又は当該貯蔵槽の水位を一定時間以上測定できないこと。 
② 当該原子炉施設等立地道府県において、震度６弱以上の地震が発生した場合。 
③ 当該原子炉施設等立地道府県沿岸において、大津波警報が発令された場合。 
④ オンサイト統括補佐が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。 
⑤ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子力施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など、委員長又は委員長代行が警戒本部

の設置が必要と判断した場合。 
 

体制構築や情報収集を

行い、住民防護のため

の準備を開始する。 
避難指示区域において

は、一時立入を中止し、

避難指示区域に一時立

入りしている住民の退

去を準備する。 
 
 

施設敷地緊急事態に該当するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
① 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方２メートルの水位まで低下すること。 
② 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第１０条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物

質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。 
③ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、

又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要があ

る事象が発生すること。 

避難指示区域に一時立

入している住民の退去

を開始するとともに、

避難指示区域でない区

域の住民の屋内退避を

準備する。 
 
 

全面緊急事態に該当するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
① 使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部の水位まで低下すること。 
② 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第１５条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は

放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。 
③ その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、

又は放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 

避難指示区域でない区

域でない区域の住民の

屋内退避を開始する。
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５．使用済燃料貯蔵槽内にのみ照射済燃料集合体が存在する原子炉施設（４．及び照射済燃料集合体が十分な期間にわたり冷却されたものとして原子力規制委員会が定め

たものを除く。） 

警戒事態を判断するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
（略） （略） 

 
 

施設敷地緊急事態を判断するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
（略） （略） 

 
 

全面緊急事態に該当するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
（略） （略） 
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６．原子炉（１．～５．に掲げる原子炉を除く。）に係る原子炉施設 
・・・原子炉容器内に核燃料物質が存在しない場合であって、使用済燃料貯蔵槽内に新燃料のみが保管されている原子炉及び使用済燃料貯蔵槽内の照射済燃料集合

体が十分な期間冷却されているものとして原子力規制委員会が定めた原子炉に係る原子炉施設、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設のうち、

１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉に係る原子炉施設（使用済燃料貯蔵槽内に照射済燃料集合体が存在しない場合に限る）等。 

警戒事態に該当するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
① 当該原子炉施設等立地道府県において、震度６弱以上の地震が発生した場合。 
② 当該原子炉施設等立地道府県沿岸において、大津波警報が発令された場合。 
③ オンサイト統括補佐が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生した場合。 
④ 原子炉施設以外に起因する事象が原子力施設に影響を及ぼすおそれがあることを認知した場合など、委員長又は委員長代行が警戒本部の設置

が必要と判断した場合。 

（略） 

 
 

施設敷地緊急事態に該当するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
① 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第１０条に基づく通報の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物

質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。） 
② 原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがあること等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は

放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措置の一部の実施を開始する必要がある事

象が発生すること。 

（略） 

 
 

全面緊急事態に該当するＥＡＬ 
緊急事態区分における

措置の概要 
① 原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第１５条に基づく緊急事態宣言の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は

放射性物質が検出された場合（事業所外運搬に係る場合を除く。） 
② 原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は

放出されるおそれがあり、原子力事業所周辺にの住民の避難を開始する必要がある事象が発生すること。 

（略） 
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（旧）表３ ＯＩＬと防護措置について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ （略） 

※２ 本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判

断基準の値を補正する必要がある。 

※３～※９ （略） 

 

別紙４
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（新）表３ ＯＩＬと防護措置について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ （略） 

※２ 本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所における線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判

断基準の値を補正する必要がある。ＯＩＬ１については緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（１時間値）がＯＩＬ１の基準値を超えた場合、ＯＩＬ２については、空間

放射線量率の時間的・空間的な変化を参照しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（１時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えたときから起算して概ね１日が経過した

時点の空間放射線量率（１時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えた場合に、防護措置の実施が必要であると判断する。 

※３～※９ （略） 
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